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平成２９年五所川原市教育委員会第１１回定例会会議録 

日時：平成２９年１０月２７日（金） 午後３時００分開会 

場所：五所川原市中央公民館２階第１会議室 

 

◎議事日程  

  第 １ 開会 

 第 ２  会議録署名委員の指名 

第 ３ 会期の決定 

  第 ４ 前回会議録の承認（第１０回定例会） 

  第 ５ 教育長の報告 

  第 ６ 付議案件の確認 

 第 ７ 報告事項 

１ 五所川原市教育委員会スポーツ顕彰要綱について 

２ 市民体育館での事故について 

 第 ８ その他 

      １ 平成２９年度市民総合文化祭について 

      ２ 五月女萢展について 

      ３ 山王坊遺跡国史跡指定記念 十三湊・山王坊遺跡フォーラムについて 
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◎出席教育長及び委員（４名） 

                                教育長                     長 尾 孝 紀 

                     １番                   丁子谷      悟 委員 

２番            木 村 吉 幸 委員 

                                ４番                       奈 良 陽 子 委員 

 

◎説明のため出席した職員（７名）                                                                               

                                                                          教育部長  寺 田 建 夫 

                             教育総務課            課長 川 浪 生 郎 

                             社会教育課                  課長  夏 坂 泰 寛 

文化スポーツ課            課長 葛 西   一 

                               指導課            課長 吉 田 英 人 

学校給食センター            所長 中 谷 吉 範 

図書館            館長 櫛 引 松 三 

 

◎職務のため出席した職員（２名）                                                                         

                                                     教育総務課                    課長補佐 古 川   憲 

                           文化スポーツ課          課長補佐 大 沢 丈 徳 

 

◎開 会 

○教育長 

    本日の出席は、私ほか委員が３名、定足数に達しております。これより平成２９年五所川原市教育委員会第１１回定例会を開

会いたします。 

 

◎会議録署名委員の指名 

◯教育長 

日程第２、会議録署名委員の指名に入ります。会議録署名委員は、委員会会議規則第１７条第２項の規定により教育長が指名

とありますので、私の方から指名いたします。１番 丁子谷委員、２番 木村委員にお願いいたします。 
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◎会期の決定 

◯教育長 

日程第３、会期についてお諮りいたします。会期は本日一日としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

◯教育長 

ご異議なしと認めます。よって、会期は本日一日とすることに決定いたしました。 

 

 

◎前回会議録の承認（第１０回定例会） 

○教育長 

    日程第４、前回の会議録の承認についてでありますが、ご異議なければ承認したいと思います。 

 

    （異議なしの声あり） 

 

○教育長 

  ご異議がないようですので、第１０回定例会の会議録を承認することに決しました。 

 

 

◎教育長の報告 

○教育長 

    それでは日程第５、教育長の報告に入ります。 

まず最初に、教育委員による後期の学校訪問についてお話します。後期の教育委員による学校訪問は１０月１０日から始まり、

３日間にわたって９校を訪問しました。校長からは経営方針、教頭からは学校課題解決に向けた取り組み、教務主任からは「確

かな学力」向上プランの取り組みについて説明がありました。授業参観では、小学校は全体的に学習規律が定着されているよう

に感じましたが、市内の大規模校では学年・学級によっては授業に集中できていない児童も見られました。中学校は、五一中、

五三中、五四中の３校を訪問しました。特に五一中、五四中は昨年、生徒指導上でいろいろと問題を抱えて対応に苦慮したこと
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がありましたが、今年度は、全体的に落ち着いてきていると感じました。しかしながら、まだまだ授業に集中できない生徒やも

う少し覇気がほしいと感じられる生徒も多くみられました。学力面については、１２月に県学習状況調査の結果が公表される予

定になっており、１月１１日の市教委主催の第２回小中学校長会議において、８月に公表された全国学力学習状況調査の結果も

含めて、本市の現状と課題等について指導課からの説明と来年度に向けた取組について、いろいろと協議していきたいと考えて

おります。 

次に、１０月２日に、五所川原市教育支援委員会第３回定例会が開催され、定例会終了後、引き続き教育長に答申がありまし

た「総合診断の結果」の概要についてお知らせします。平成２９年度の審議対象者は、幼児児童３８名になりました。現在、担

当者が、各幼保・こども園及び小学校に出向いて保護者等に診断結果等を説明している状況です。ちなみに、平成２８年度審議

対象者は、幼児児童２８名でしたので、今年度は、審議対象者が１０名ほど増加しております。最終的には、保護者等の意見を

尊重することになりますが、小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒は増加傾向にあります。なお、平成２９年度の特別支

援学級在籍児童生徒数は、１０月１日現在、小学校５２名、中学校２０名の合計７２名になっております。その他資料として、

市議会第３回定例会の教育委員会関連の一般質問及び答弁内容等の配布しておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。 

私からは以上です。 

 

◎付議案件 

○教育長 

日程第６、付議案件の確認に入ります。告示の時点で付議案件はなかったようですが、その後、提案された案件があったもの

か、事務局より説明を求めます。 

 

○教育総務課課長補佐 

本定例会告示の日より本日までの間に、付議案件の提出はありませんでした。 

 

 

◎報告事項 

○教育長 

  本定例会では付議案件がないということですので、日程第７ 報告事項に入りますが、「五所川原市教育委員会スポーツ顕彰

要綱について」、担当よりお願いします。 
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○文化スポーツ課課長補佐 

  「五所川原市教育委員会スポーツ顕彰要綱について」、資料を基に説明する。 

 

○教育長 

 只今の説明に、ご質問等ございませんでしょうか。 

 

○木村委員 

  スポーツ特別指導者賞については教育委員会で推薦するようですが、何か根拠を示すのですか。また、教育委員会でするので

あれば、文化スポーツ課で決めるのですか。 

 

○文化スポーツ課課長補佐 

  スポーツ優秀賞などに該当する個人や団体の推薦書があがってくるので、その中から指導者をピックアップします。 

 

○木村委員 

  その推薦書には指導者の記載もあるのですか。 

 

○文化スポーツ課課長補佐 

  推薦書には指導者も記載されていますので、その方の調書を作成し選考します。 

 

○教育長 

  各団体からの推薦ではなく、教育委員会が決定することでよろしいですか。 

 

○文化スポーツ課課長補佐 

  そのようになります。 

 

○丁子谷委員 

  スポーツ指導者賞の選考も教育委員会でするのですか。 
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○文化スポーツ課課長補佐 

  １５年以上指導育成への貢献した方に対するスポーツ指導者賞は推薦してもらうもので、スポーツ特別指導者賞のみ教育委員

会で選考します。 

 

○丁子谷委員 

  スポーツ特別指導者賞の指導期間はどのくらいですか。 

 

○文化スポーツ課課長補佐 

  対象期間は１年だけで、前年度の１月１日から当該年度の１２月３１日までの大会で優秀な成績を収めた個人・団体の指導者

が対象となります。 

 

○教育長 

  この場合、２年連続で受賞することもあるのですか。 

 

○文化スポーツ課課長補佐 

  あります。それから、スポーツ指導者賞も概ね１５年以上の指導歴がある者としておりますが、なかなか推薦されることがあ

りませんので、教育委員会で候補者を探してみたいと思います。 

 

○木村委員 

  例えば、優秀な成績を納めれば顧問になったばかりの方でも受賞できるのですか。 

 

○文化スポーツ課課長補佐 

  スポーツ特別指導者賞に関しては、受賞できます。 

 

○文化スポーツ課長 

  確かに受賞できますが、優秀な成績を収めたという点だけではなく、貢献度等も加味して検討していくことになります。 
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○教育長 

  指導者が受賞することで、他の団体の指導者も励みなるのではないかと思います。他に、ご質問等はございませんでしょうか。 

 

（なしの声あり） 

 

○教育長 

  それでは次に、「市民体育館での事故について」、担当より説明をお願いします。 

 

○文化スポーツ課長 

  「市民体育館での事故について」、説明する。 

 

○教育長 

 只今の説明に、ご質問等ございませんでしょうか。 

 

（なしの声あり） 

 

 

◎その他 

〇教育長 

ないようですので、それでは次に日程第８、その他として「平成２９年度市民総合文化祭について」、担当より説明をお願い

します。 

 

〇社会教育課長 

平成２９年度市民総合文化祭について説明する。 

 

○教育長 

  以前、市議会の一般質問の中で、金木文化祭りにおいて子どもたちの作品を展示することができないかと問われていましたが、

どうなりましたでしょうか。 
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○社会教育課長 

  俳句・川柳であれば展示しますが、それ以外については会場の都合により、展示スペースがないのでできない状況です。 

 

○教育長 

  他に、何かご質問はございませんでしょうか。 

 

（なしの声あり） 

 

○教育長 

  次に、「五月女萢展について」、「山王坊遺跡国史跡指定記念 十三湊・山王坊遺跡フォーラムについて」、担当より説明を

お願いします。 

 

○文化スポーツ課長 

  五月女萢展について、山王坊遺跡国史跡指定記念 十三湊・山王坊遺跡フォーラムについて説明する。 

 

○教育長 

  何かご質問はございませんでしょうか。 

 

（なしの声あり） 

 

〇教育長 

 他に「その他」として何かございませんでしょうか。 

 

（なしの声あり） 

 

○教育長 

ないようですので、これを持ちまして平成２９年五所川原市教育委員会第１１回定例会を閉会いたします。 

                                               午後３時３４分閉会  
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署  名   

 

 

五所川原市教育委員会会議規則第１７条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

  平成２９年１０月２７日 

 

 

 

  五所川原市教育委員会教育長            長 尾 孝 紀 

 

 

 

  五所川原市教育委員会委員                １番    丁 子 谷   悟 

 

 

 

  五所川原市教育委員会委員                ２番    木 村 吉 幸 

 

 

 

  会議の書記 教育総務課長                      川 浪 生 郎 


